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２ 役員の変更等届出時に提出する書類 

   特定非営利活動法人は、役員（理事又は監事）の氏名又は住所もしくは居所に変更があった場合や新た

に役員に就任した場合、任期満了と同時に再任した場合、任期満了により退任した場合などに遅滞なくそ

の旨を所轄庁に届け出なければなりません。（法第23条、条例第６条） 

  なお、代表権を有する者の氏名、住所及び資格に関する事項に変更が生じた時には、２週間以内に主た

る事務所の所在地での登記が必要となります（組合等登記令第３条） 

  

提   出   書   類 提出部数 掲載頁 

役員の変更等届出書（別記第３号様式） １部 24 

添付 

 

書類 

１ 変更後の役員名簿 

※うち２部は住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの 
３部 25 

2 就任承諾及び誓約書の謄本 
１部 26 

 

 

３ 役員の住所又は居所を証する書面（住民票※１） 

                       

                                          

１部 27 

 

 

※１ 住民票の種別については、27頁の（備考）①～②をご参照ください。 

   ただし、届出の日前６ヶ月以内に作成されたものであることが必要です。 

 

※２ 理事の変更等（任期満了後の再任も含む。）は、登記が必要です。 

   なお、代表権の制限に関する定めがある場合は、その登記が必要です。この場合、代表以外の役

員登記は不要となります。手続きの詳細は、管轄の法務局へお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３ 理事の任期が満了しているにもかかわらず、理事の選任を怠った場合には、仮理事を選任しなけ

ればいけないケースがありますので、ご注意ください（28頁を参照）。 

(注)役員が新たに就任

した場合に限り、提出

する。なお、役職が変

更（理事→監事、監事

→理事）になった場合

は、３の提出は不要。 

 

（参考）定款による代表権の定めについて 

 平成24年４月１日に施行された特定非営利活動促進法及び組合等登記令の改正により、理事の代表権の範囲又

は制限に関する定めが登記事項となり、定款をもって、理事の代表権の範囲又は制限に関する定めを設けている場

合には、その旨を登記しなければなりません（組合等登記令第２条、別表）。 

また、特定の理事（理事長等）のみが、法人を代表する旨の定款の定めがある場合には、当該理事以外の理事を、

登記する必要がなくなりました。 

(注) 定款に「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。」等の規定がある場合には、理事長のみが 

  当該法人を代表し、それ以外の理事の代表権は制限したものと解されます 

 

(注)再任の役員の住所

のみの変更の場合、３

の提出は不要 
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※役員の変更等があった場合の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＰＯ法人 所轄庁（北海道） 一 般 道 民 

役員の変更等 

（理事の変更等は登記が必要※２） 

届 出 

主たる事務所の

所在地での登記 

２週間以内 
 

変更等届出書の提出を要する役員の変更とは、 

以下のことを指します。 

○新 任：新たに役員に就任した場合 

○再 任：任期満了と同時に再任された場合 

○任期満了：任期満了に伴い退任した場合 

○死 亡：任期途中で死亡した場合 

○辞 任：任期途中で辞任した場合 

○解 任：任期途中で解任された場合 

○住所又は居所の移動 

○改姓又は改名 

（役員の任期は最長２年のため、少なくとも２年

に一度は変更等届出書の提出が必要です。） 

 

※ 変更等届出書の「変更事項」欄には、変更の

理由に応じて上記の８区分から該当するものを

記載してください。 

また、補欠・増員によって就任した役員につ

いてはその旨を付記してください。 

 

 

＜参考：役員の変更とは？＞ 

閲覧又は謄写書類 

・ 役員名簿 

※住所又は居所に係る記載の部

分を除いたもの 
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＜役員の変更等届出書の様式＞ 

 

別記第３号様式（第２条関係） 

 

                                       年  月  日 

 

  北海道知事 様 

 

特定非営利活動法人 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

代表者の氏名                  

                   電 話 番 号 

 

 

役 員 の 変 更 等 届 出 書 

  次のとおり役員の変更等があったので、特定非営利活動促進法第 23条第１項（第52条第１項の規定によ

り読み替えて適用する同法第23条第１項・第62条において準用する同法第52条第１項の規定により読み替えて

適用する同法第23条第１項）の規定により、届け出ます。 

変更年月日 

変更事項 
役 職 名 氏    名 住 所 又 は 居 所 

平成○年○月○日 
再  任 

平成○年○月○日 
再  任 

平成○年○月○日 
任期満了 

平成○年○月○日 
新  任 

平成○年○月○日 
再  任 

理 事 
 

理 事 
 

理 事 
 

理 事 
 

監 事 

○ ○ ○ ○ 
 

○ ○ ○ ○ 
 

○ ○ ○ ○ 
 

○ ○ ○ ○ 
 

○ ○ ○ ○ 

札幌市○○区○○○条○丁目○番○号 
 

札幌市○○区○○○条○丁目○番○号 
 

札幌市○○区○○○条○丁目○番○号 
 

札幌市○○区○○○条○丁目○番○号 
 

札幌市○○区○○○条○丁目○番○号 

 

（備考） 

 １ 「変更事項」の欄には、新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所（又は居所）の異動、改姓

又は改名の別を記載すること。 

また、補欠のため、又は増員によって就任した場合には、その旨を付記すること。 

なお、任期満了と同時に再任した場合には、再任とだけ記載すること。 
 ２ 「役職名」の欄には、理事、監事の別を記載すること。 
 ３ 改姓又は改名の場合には、「氏名」の欄に、旧姓又は旧名を括弧を付して併記すること。 
 ４ 「住所又は居所」の欄には、特定非営利活動促進法施行条例第２条第２項に掲げる書面によって証さ

れた住所又は居所を記載すること。 
 ５ 役員が新たに就任した場合（任期満了と同時に再任された場合を除く。）は次の書類を添付すること。 
   (1) 当該各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並

びに就任を承諾する書面の謄本（法第23条第２項） 
   (2)  当該各役員の住所又は居所を証する書面（法第23条第２項） 

 ６ 届出書には、変更後の役員名簿〔３部〕を添付すること（特定非営利活動促進法施行条例第 12 条第１項の

表の第２号）。ただし、法第52条第１項の規定により非所轄法人が提出する場合にあっては〔１部〕とするこ 

と。 

 ７ ２以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法人又は特例認定特定非営利活動法人が   

法第52条第１項又は法第62条において準用する法第52条第１項の規定に基づき知事以外の関係知事に提出

する場合には、提出先の各都府県が定めるところによること。  

                                    （日本産業規格 Ａ４） 

提出年月日を 

記載すること 

法人名を記載 

すること 
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（書式例） 

 

変更後の役員名簿 

 

                                       

役 員 名 簿 

 

                              特定非営利活動法人○○○○ 

 ※３部のうち２部は、住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの 

役 職 名 氏  名 住 所 又 は 居 所 報酬の有無 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

３部のうち２部は、住所又は居

所を除いたもの(空欄又は黒塗

り)としてください。 
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○就任承諾及び誓約書の謄本 
 

    特定非営利活動法人○○○○御中 

 

年  月  日 

 

就任承諾及び誓約書 

 

 

住所又は居所              

 

氏名                 

 

 私は、特定非営利活動法人○○○○の理事（又は監事）に就任することを承諾するとともに、特定非営利

活動促進法第20条各号に該当しないこと及び同法第21条の規定に違反しないことを誓約します。 

 

 

（備考） 

１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 

２ 各役員毎に別葉で作成する。 

３ 「日付」の欄には、総会等の選任された日以降の日付を記載する。 

４ 「住所又は居所」の欄には、特定非営利活動促進法施行条例第２条第２項に掲げる書面（住民票等）によっ

て証された住所又は居所を記載する。 

５ 「理事（又は監事）」の欄は、適宜「理事」、「監事」と明確にして記載する。  

６ 本書は謄本を所轄庁に提出し、原本は法人が保管する。 

 

特定非営利活動促進法第20条の要件 

一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経

過しない者 

三 以下の理由で罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から

二年を経過しない者 

・ 特定非営利活動促進法の規定に違反した場合 

・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反した場合 

・ 刑法第204条（傷害）、第206条（傷害及び傷害致死の現場助勢）、第208条（暴行）、第208条の２（凶器

準備集合及び結集）、第222条（脅迫）、第247条（背任）の罪を犯した場合 

・ 暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯した場合 

四 暴力団の構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から五年

を経過しない者 
五 設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から二

年を経過しない者 

六 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの 

 

特定非営利活動促進法第21条の要件 

 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、

又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることになっ

てはならない。 

 （注）具体的には、理事・監事が６人以上の場合に限り、配偶者もしくは３親等以内の親族を１人だけ役員

に加えることができる。 
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※ 各役員の住所又は居所を証する書面 

 

 

 特定非営利活動促進法施行条例第２条第２項に基づき、各役員について、届出の日前６ヶ月以内に作成

された住民票等（公印及び発行年月日が記載されているもので、コピーは不可）を添付する。 

 （住民票には個人番号（マイナンバー）は記載しないこと。） 

 

 

 

 

（備考） 

特定非営利活動促進法施行条例第２条第２項に基づく住民票等は、次に掲げるとおりとする。＋ 

 

  ① 当該役員が住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）の適用を受ける者である場合にあっては、同法第12条 

第１項に規定する住民票 

 

  ② 当該役員が前号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公

署が発給する文書 

 

 ※ ②の書面が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付する。 
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（参考）仮理事の選任に係る手続について 

 

   理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害が生じる恐れがあるときは、次の手続きに

より仮理事を選任しなければなりません（法第１７条の３）。 

   仮理事選任後は、速やかに理事選出のための総会（定款で理事の選出を理事会で行うとしている法人の

場合は、理事会）を開催し、新たな理事を選任する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 定款で理事の選出を理事会で行うとしている法人の場合には、「総会」は「理事会」となります.。 

受 理 

審 査 

仮理事選任承認・ 

不承認決定通知 

（指令書） 

受 理 

※法務局へ仮理事の登記（仮

理事が代表権を有する場合） 

仮理事による総会の招集 

 

総会開催 

 

役員の選任 

新役員の届出 

新役員として業務開始 

法 務 局 

理事の登記 

北 海 道 

役員（理事・監事）

の変更届 

○ 仮理事選任申請書（29ページ） 

○ 添付書類 

① 就任承諾及び誓約書の謄本 

② 住民票 

③ 最新の定款 

④ 最新の登記事項証明書 

申 請 

申 請 者 北 海 道 
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（仮理事選任申請書の様式） 

 

 

  年  月  日 

 

  北海道知事  様 

 

                     （申請者） 

                      住所又は居所 

                      氏    名                 

                      電 話 番 号 

 

仮 理 事 選 任 申 請 書 

  このことについて、次のとおり仮理事の選任を申請します。 

記 

１ 特定非営利活動法人の名称 

 

 

２ 選任申請理由 

 

 

３ 選任申請対象者 

 

 

 

（備考） 

 １ 申請者は、その法人の代表者とし、個人の住所又は居所を記載すること。 

  ２ 「選任申請理由」欄には、仮理事の選任が必要となった経緯及び理由を簡潔に記載すること。 

  ３ 「選任申請対象者」欄には、定款で定められた理事の人数の範囲内で、仮理事選任予定者の氏名、

   住所又は居所を記載すること。 

    なお、氏名及び住所又は居所は、住所又は居所を証する書面と同様の記載とすること。 

  ４ この申請書には、次に掲げる書類を添付すること。 

  (1) 仮理事申請対象者の「就任承諾及び誓約書の謄本」 

   (2) 仮理事申請対象者の「住所又は居所を証する書面（申請日前６カ月以内に発行されたもの）」 

  (3) 当該法人の「定款（最新のもの）」 

  (4) 当該法人の「登記事項証明書（最新のもの）」 
 

 

                                   （日本産業規格 Ａ４） 

 


